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川越市教育委員会第１回定例会会議録 

 
１  会議の場所   川越市教育委員会  教育委員会室  

２  開    会   令和８年４月１６日  午後２時００分  

３  閉    会   令和８年４月１６日  午後４時００分  

４  教育長並びに出席した委員    

新保正俊  飯島希  岡本紘子  鈴木朗  大石懐子  

５  欠席委員   なし  

６  教育長の職務を行った者  教育長  新保正俊  

７  説明のため出席した者  

 ・副教育長兼教育総務部長  今野秀則  

（教育総務部）  

・副部長兼教育総務課長  西野裕   

・教育財務課長  水村将晃   ・地域教育支援課長  吉野泰弘  

・文化財保護課長  粕谷勝   ・参事兼中央公民館長  檜田麻実  

・参事兼中央図書館長  羽生田奈々絵   ・博物館長  鍛治良知   

（学校教育部）  

・部長  早川美彦   ・副部長兼学校管理課長  馬場雅史  

・参事兼教育指導課長  粕谷英之   ・学校給食課長  依田俊一  

・参事兼市立川越高等学校事務長  松本秀規  

・参事兼教育センター所長  大澤崇  

８  前回会議録の承認  

  令和７年度第１３回定例会会議録を承認した。  

９  議題及び議事の概要  

 ○議案第１号  教育委員会の決裁権限を教育長が臨時に代理したことの

承認を求めることについて  

 （副部長兼教育総務課長）  

   【資料をもとに説明】  

 （委  員）  
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   職員課が人事課に名称を変更したものか。  

 （副部長兼教育総務課長）  

   総務部職員課が、人事課と職員課に分かれたものである。  

 （副教育長兼教育総務部長）  

   職員課の業務が複雑化していたため、意思決定の迅速化及び業務の効

率化のために組織改正が行われた。  

【全員異議なく原案どおり決定】  

 

 ○議案第２号  教育委員会の決裁権限を教育長が臨時に代理したことの

承認を求めることについて  

 （副部長兼学校管理課長）  

   【資料をもとに説明】  

 （委  員）  

   子育て部分休暇について、教職員からの要望があったことにより改正

するのか。また、すでに使われている事例はあるか。  

 （副部長兼学校管理課長）  

   「小１の壁」に対応するために埼玉県教育委員会で導入されたことに

併せて導入するものである。事例については、４月１日から始まったば

かりであるため、把握しているものはない。  

 （委  員）  

   部分休暇を取得する教職員の代替はどのように考えているか。  

 （副部長兼学校管理課長）  

   １日最大２時間までの部分休暇となるが、新たに代替職員を充てるわ

けではなく、学校内で教務主任や担任外教諭が対応することとなる。  

 （委  員）  

  養子縁組の確認はどのように行うのか。  

 （副部長兼学校管理課長）  

   変更届に戸籍謄本を添付してもらい、それにより確認を行う。  

【全員異議なく原案どおり決定】  
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 ○議案第３号  教育委員会の決裁権限を教育長が臨時に代理したことの

承認を求めることについて  

 （学校給食課長）  

   【資料をもとに説明】  

 （委  員）  

   いつ頃、保護者に給食費が無償になったことの通知を行うのか。  

 （学校給食課長）  

   ４月中に教育現場向け連絡システム「すぐーる」を利用して、各保護

者に通知する予定である。  

【全員異議なく原案どおり決定】  

 

 ○議案第４号  川越市小堤集会所運営委員会委員を委嘱することについ

て  

【非公開】  

 

 ○議案第５号  川越市社会教育委員を委嘱することについて  

【非公開】  

 

 ○議案第６号  川越市山王塚古墳整備検討委員会委員を委嘱することに

ついて  

【非公開】  

 

 ○議案第７号  川越市立図書館協議会委員を委嘱することについて  

【非公開】  

 

 ○議案第８号  川越市就学支援委員会委員を委嘱することについて  

【非公開】  
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１０  報告事項  

 ⑴  第二次川越市障害者活躍推進計画の策定について  

 （副部長兼教育総務課長）  

   【資料をもとに説明】  

 （委  員）  

現状、障害者である職員はどのような業務を行っているか。  

 （副部長兼教育総務課長）  

一概には言えないが、人事所管部署において、障害の特性に応じて職

員を配置しているところである。  

 

 ⑵  「いじめの重大事態に関する調査報告書の公表について（公表ガイド

ライン）」の策定について  

【非公開】  

 

 ⑶  市内学校における個人情報の漏洩の恐れがある事案について  

【非公開】  

 

１１  その他  

⑴  教育長の推薦を受け書記長に教育総務課長西野裕が、書記に教育総務

課主任平井えりが任命された。  

⑵  議事に先立ち、報告事項⑶を報告事項に追加することについて、全出

席委員が承認し、日程を変更することになった。  

 ⑶  議案第４号から８号は性質上公開になじまない事務事業に関する情

報にあたり、報告事項⑵、報告事項⑶は個人に関する情報にあたること

から、これらの審議に係る会議を公開しないことについて、全出席委員

が承認し、当該審議については非公開として取り扱うことに決定した。 

 ⑷  会議録の署名委員として鈴木委員、大石委員が指名された。  

 ⑸  次回教育委員会は、令和８年５月１９日（火）午後２時開会に決定し

た。  


